
令和５年度 

 

第２回 

コミュニティ懇話会資料 

～各部局からの報告事項～ 

 

 

 

 

日時　令和５年７月７日（金） 午後１時３０分 

会場　秩父宮記念市民会館　けやきフォーラム



《各部局からの報告事項目次》 

 

【総務部】 

　１　町会への個人情報保護法の適用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１ 

２　自主防災組織の活動実態に関する調査について・・・・・・・・・・・・・・・・　１ 

３　秩父市総合防災訓練の実施について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２ 

４　自主防災組織リーダー養成講座について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２ 

５　空き家予防のための相続押しかけ講座の活用について・・・・・・・・・・・・・　３ 

 

【市民部】 

１　高齢者の交通安全教室について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３ 

 

【福祉部】 

　１　秩父市避難行動要支援者名簿及び個別計画台帳の配付について・・・・・・・・　４ 

 

【保健医療部】 

　１　熱中症予防について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４ 

 

【産業観光部】 

　１　８月１９日未来技術エキシビション開催のご案内・・・・・・・・・・・・・・・　５ 

 

【地域整備部】 

　１　秩父ミューズパークプール営業の中止について・・・・・・・・・・・・・・・・　６ 

 

【教育委員会】 

　１　夏季休業中の児童生徒の見守りについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６ 



　　　　

《総務部》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

１．【町会への個人情報保護法の適用について】　　　　　担当課名：総務課 

 
町会運営や緊急時の連絡先の把握、相互の親睦を図る目的などのため、各町会において

自主的に会員名簿、役員名簿等を作成されていることと存じます。 

平成２７年の個人情報保護法改正により、平成２９年５月３０日以降、町会等の非営利

団体も個人情報保護法の適用対象になっています。 

町会等は本人に対し利用目的を明示した上で、個人情報を取得し、名簿を作成すること

が可能ですが、名簿を配布するなど、本人以外の者に個人データを提供する場合には、原

則として、本人の同意を得る必要があります。 

本日、参考資料（個人情報保護委員会「会員名簿を作るときの注意事項」）を同封しま

したので、ご確認ください。 

 
連絡先：直通２２－２２５１ 

 

 
 

２．【自主防災組織の活動実態に関する調査について】 

担当課名：危機管理課 

 
埼玉県より自主防災組織の活動実態に関する調査の依頼がありました。 

つきましては、「令和５年度 自主防災組織の活動実態に関する調査」について８月　　　

２５日（金）までにご報告いただきますようお願いいたします。 

　 
連絡先：直通２２－２２０６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１
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３．【秩父市総合防災訓練の実施について】　　　　担当課名：危機管理課 

 
４月のコミュニティ懇話会でお知らせしましたが、本年度の「秩父市総合防災訓練」の

統一実施日は９月２日（土）です。 

訓練の計画につきましては、マスク着用の考え方の見直しも示されておりますが、各町

会の事情等に考慮しながら自主的に計画をお願いいたします。本年も消防団に指導を依頼

してありますので、計画を立てる際、必要に応じて地元の消防団にご相談ください。また、

訓練会場として各小・中学校を予定されている場合は、必ず事前に（出来るだけ早めに）

学校への連絡をお願いします。 

訓練の実施にあたり、お手数ですが同封いたしました「秩父市総合防災訓練計画書兼消

防団派遣申請書」を８月１０日（木）までに危機管理課又は吉田・大滝・荒川総合支所市

民福祉課へご提出ください。この申請書は、消防団の派遣申請も兼ねています。 

また、本年度も防災訓練を実施していただいた組織へ「自主防災・防犯組織　防災訓練

実施補助金」を交付いたしますのでご活用ください。なお、同封の 防災訓練補助金の交付

申請書 については、訓練終了後に提出していただきますようお願いいたします。 

防災訓練を企画・計画いただく際の訓練事例を作成いたしましたので、防災訓練時の参

考としてください。 

 
連絡先：直通２２－２２０６ 

 

 

４．【自主防災組織リーダー養成講座について】　　担当課名：危機管理課 

 
９月３０日（土）に自主防災組織リーダー養成講座を開催します。 

この養成講座は、歴史文化伝承館ホールを会場に実施するもので、自主防災組織におい

て活動している皆様を対象に座学を中心に実施する予定です。 

自主防災組織リーダーとは、地域防災の中心となる方を養成する講座で、詳細について

は、同封の「令和５年度　自主防災組織リーダー養成講座実施計画」をご覧ください。 

地域防災力の強化のため、大勢の皆様にご参加いただきたいと考えております。特に、

まだ自主防災組織リーダーが不在の町会におかれましては積極的にご参加いただきますよ

うお願いいたします。 

参加を希望される団体は、同封の「令和５年度　自主防災組織リーダー養成講座参加申

込書」にご記入いただき８月１０日（木）までに危機管理課へ提出してください。 

 
連絡先：直通２２－２２０６ 

別紙２
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５．【空き家予防のための相続押しかけ講座の活用について】　 

担当課：危機管理課 

　 
埼玉県の事業において、空き家の発生を予防するために、お住いの地域に専門家を派遣

し出前講座を行う「相続おしかけ講座」を実施しています。 

こちらの講座は、住宅等をスムーズに相続することができず、管理する人が決まらない

ことで、大切な実家が老朽化し、使用することができない空き家になってしまう事を未然

に防ぐために、相続について学ぶ内容となっています。 

　町会の集まりや高齢者サロンなど、地域で行う行事等のイベントのひとつとしてご活用

をお願いいたします。 

　詳細は同封いたしましたチラシをご覧いただき、ご不明な点については危機管理課ま

で、お問い合わせください。 

 
連絡先：直通２２－２２０６ 

 

 
 

《市民部》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

１．【高齢者の交通安全教室について】　　　　　　担当課名：市民生活課 

 
　高齢者の交通安全教室を下記のとおり行います。全国的に高齢者が、加害者・被害者に

なる重大事故が多発しておりますので、ぜひご利用ください。 

　 
実施期日　　９月１日（金）～１２月２７日（水）までの平日 

会　　場　　町会・区の公会堂や集会所等を利用して実施します。 

内　　容　　① 交通安全講話（約３０分） 

② 交通安全ビデオ（約３０分） 

費　　用　　無　料 

申込方法　　まず、電話等で事前にご希望の日程を市民生活課へご連絡ください。調整後、

別添の申請書に記入の上、市民生活課または各総合支所市民福祉課へ提出し

てください。 

 
連絡先：直通２６－１１３３ 
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《福祉部》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

１．【秩父市避難行動要支援者名簿及び個別計画台帳の配付について】 

担当課名：社会福祉課 

 
　災害対策基本法に基づき、市では秩父市避難行動要支援者名簿を作成しています。 

今年度も新たに秩父市避難行動要支援者名簿に掲載された方々に対して、自主防災組織

（町会）を含めた避難支援等関係者の皆様に名簿情報を提供することについての同意書を

郵送いたしました。 

この結果、名簿情報の提供にご同意が得られた方々の『情報提供同意書・個別計画台帳

の写し』及び『同意者名簿』を提供いたします。 

これらの情報をご活用いただき、日頃から避難支援体制の整備にご協力くださいますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

大変お手数をお掛けいたしますが、【受領書】にご記入の上、同封いたしました返信用

封筒にてご返送ください。 

なお、ご不明な点につきましては、社会福祉課までご連絡ください。 

 
連絡先：直通２５－５２０４ 

 
 

《保健医療部》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

１．【熱中症予防について】　　　　　　　　　　　　担当課名：保健センター 

 
　６月下旬から全国的に気温が高くなり、熱中症への注意が必要となっています。 

　環境省と気象庁から、熱中症の危険性が極めて高くなると予想された際に、危険な暑さ

への注意を呼びかける「熱中症警戒アラート」が発表されます。熱中症警戒アラートは、

「暑さ指数※」が３３以上と予測された場合に発表され、保健センターから防災無線によ

り市民へ熱中症予防の注意喚起を行っています。また、「暑さ指数※」が２８以上と予想

された場合に、安心・安全メールを配信していますので、エアコンを適切に使用をするな

ど、熱中症の予防行動の目安に活用ください。 

 　また、埼玉県では「まちのクールオアシス」として県内の公共施設や企業に、外出時の

一時休息所の設置や、熱中症についての情報発信拠点としてご協力いただいています。秩

父市内では、７か所の公共施設のほか、８２の民間企業が実施しており、さらに公共施設

の実施数を増やすよう調整を行っているところです。 
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　子どもや高齢者など熱中症リスクの高い方に対し、「夜間を含むエアコンの使用」、「こ

まめな水分・水分補給」、「屋外での運動の中止や延期」などについて、身近な方からの

声がけを引き続きお願いいたします。 

 
※「暑さ指数」とは、①湿度、②日射・輻射（ふくしゃ）などの周辺の熱環境、③気温の３

つを取り入れた指標で、単位は気温と同じ摂氏度（℃）で示されます。 

 
連絡先：直通２２－０６４８ 

 

 

《産業観光部》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

１．【８月１９日未来技術エキシビション開催のご案内】　　 

担当課名：先端技術推進課 

 
　市では、未来技術を活用した先端産業分野への取り組みを推進しています。この度、 

先進的な取り組みを住民の皆さんに紹介する「未来技術エキシビション」を開催します。 

　 
　■日　時　　８月１９日（土）午前１０時３０分～午後４時３０分 

　■場　所　　ウニクス秩父　ユナイテッド・シネマ前広場 

　■内　容　　①小学生を対象とした未来技術を活用した「みらいのおしごと」体験 

（要事前予約） 

　　　　　　　②市の取組や連携事業者のパネル展示、ドローン飛行や小型電動モビリテ

ィの走行見学（どなたでも見学可能） 

　■費　用　　無　料 

　※詳しくは、別紙チラシをご覧ください。 

 
連絡先：直通２１－５５２２ 
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《地域整備部》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

１．【秩父ミューズパークプール営業の中止について】担当課名：都市計画課 

 
　秩父ミューズパークのプールは開園に向けて準備を進めてまいりましたが、施設老朽化

により公衆衛生および安全の確保が難しい状況が発生したため、今年度プールの営業を中

止させていただきます。 

開園を楽しみにしていただいた市民の皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解いただ

きますようお願いいたします。 

 
連絡先　直通２６－６８６７ 

 

 

《教育委員会》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

１．【夏季休業中の児童生徒の見守りについて】 

担当課名：学校教育課 

 
　日頃より子どもたちの見守りをいただきありがとうございます。 

　秩父市立小中学校は、７月２１日（金）から８月２４日（木）まで夏季休業となります。 

特に、夏季休業中は子どもたちの気持ちが開放的になり、交通事故や非行問題等の発生が

多くなる時でもあります。引き続き地域を挙げて、子どもたちの見守り・声かけをお願い

いたします。 

なお、川瀬祭りの開催に伴い市内の一部の小中学校で７月１９日（水）から、また、伝

統文化に親しむ日として、すべての小中学校で７月２０日（木）から休みとなっておりま

すので、ご承知願います。 

 
連絡先：直通２５－５２２８ 

 

 

 

 

 

 

 

6



　　　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市への提出書類の書式（データ）を市のホームページに掲載しています。 

掲載先：http://www.city.chichibu.lg.jp/9833.html 

または、市のホームページのトップの下記組織別メニューから、総務部総務課をご覧く

ださい。 

＜市のホームページトップ＞ 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑ 

組織別メニュー→総務部→総務課→コミュニティ懇話会 
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